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平
成
十
八
年
第
三
回
土
岐
市
議

会
定
例
会
が
、
六
月
一
日
か
ら
六

月
二
十
六
日
ま
で
の
二
十
六
日
間

の
会
期
で
開
か
れ
ま
し
た
。

今
定
例
会
で
は
、
予
算
関
係
三

件
、
条
例
関
係
七
件
、
そ
の
他
の

案
件
四
件
の
市
長
提
案
十
四
件
の

議
案
に
つ
い
て
慎
重
な
審
議
の
結

果
、
全
て
の
議
案
を
原
案
の
と
お

り
可
決
成
立
し
ま
し
た
。
ま
た
、

出
資
法
の
上
限
金
利
の
引
き
下
げ

等
、「
出
資
の
受
入
れ
、
預
り
金

及
び
金
利
等
の
取
締
り
に
関
す
る

法
律
」
及
び
「
貸
金
業
の
規
制
等

に
関
す
る
法
律
」
並
び
に
「
質
屋

営
業
法
」
の
改
正
を
求
め
る
請
願

書
に
つ
い
て
は
全
会
一
致
で
採

択
、
二
度
と
再
び
戦
争
と
暗
黒
政

治
を
許
さ
な
い
た
め
の
請
願
書
に

つ
い
て
は
賛
成
少
数
で
不
採
択
と

な
り
ま
し
た
。
ま
た
、
議
員
提
出

の
道
路
特
定
財
源
確
保
に
関
す
る

意
見
書
、
進
行
性
化
骨
筋
炎
の
難

病
指
定
を
求
め
る
意
見
書
、
出
資

法
の
上
限
金
利
の
引
き
下
げ
等
、

「
出
資
の
受
入
れ
、
預
り
金
及
び

金
利
等
の
取
締
り
に
関
す
る
法

律
」及
び「
貸
金
業
の
規
制
等
に
関

す
る
法
律
」
並
び
に
「
質
屋
営
業

法
」
の
改
正
を
求
め
る
意
見
書
を

可
決
、
ウ
ラ
ン
残
土
に
よ
る
加
工

レ
ン
ガ
を
土
岐
市
内
に
持
ち
込
ま

せ
な
い
こ
と
を
決
議
し
ま
し
た
。

文
教
厚
生
常
任
委
員
会
に
審
査

を
付
託
さ
れ
ま
し
た
案
件
の
主
な

審
査
内
容
は
次
の
と
お
り
で
す
。

▼
「
平
成
十
八
年
度
土
岐
市
一
般

会
計
補
正
予
算
（
第
一
号
）
中
、

歳
出
の
部
所
管
部
分
に
つ
い
て
」

は
、
介
護
予
防
支
援
嘱
託
職
員
の

報
酬
な
ど
、
一
千
百
七
十
万
六
千

円
の
追
加
補
正
を
す
る
も
の
で
、

執
行
部
か
ら
説
明
が
あ
り
ま
し
た
。

▼
「
平
成
十
八
年
度
土
岐
市
老
人

保
健
特
別
会
計
補
正
予
算
（
第
一

号
）
に
つ
い
て
」
は
、
超
過
交
付

分
を
返
還
す
る
た
め
、
八
百
十
五

万
三
千
円
の
追
加
補
正
を
す
る
も

の
で
、
執
行
部
か
ら
説
明
が
あ
り

ま
し
た
。

▼
「
平
成
十
八
年
度
土
岐
市
介
護

保
険
特
別
会
計
補
正
予
算
（
第
一

号
）
に
つ
い
て
」
は
、
要
支
援

一
・
二
の
ケ
ア
プ
ラ
ン
作
成
対
象

者
数
に
つ
い
て
質
疑
が
あ
り
、
従

福
祉
医
療
費
助
成
な
ど
審
査

文
教
厚
生
常
任
委
員
会

来
の
要
支
援
の
方
が
要
支
援
一

に
、
要
介
護
一
の
七
十
パ
ー
セ
ン

ト
の
方
が
要
支
援
二
に
移
行
す
る

も
の
で
、
対
象
者
は
九
百
四
十
八

人
、
そ
の
内
利
用
率
か
ら
算
定
し
、

五
百
二
十
件
の
ケ
ア
プ
ラ
ン
作
成

を
予
定
し
て
い
る
旨
の
答
弁
が
あ

り
ま
し
た
。

▼
「
土
岐
市
福
祉
医
療
費
助
成
に

関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る

条
例
に
つ
い
て
」
は
、
父
子
家
庭

の
父
が
助
成
対
象
に
な
っ
た
こ
と

に
つ
い
て
質
疑
が
あ
り
、
父
子
家

庭
の
父
も
母
子
家
庭
と
同
様
に
助

成
対
象
と
す
る
も
の
で
、
次
世
代

を
担
う
子
ど
も
た
ち
の
健
全
育
成

を
支
援
す
る
も
の
で
あ
る
旨
の
答

弁
が
あ
り
ま
し
た
。

▼
「
土
岐
市
国
民
健
康
保
険
条
例

の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
に
つ
い

て
」は
、国
民
健
康
保
険
法
施
行
令

の
一
部
改
正
に
伴
う
も
の
で
、
執

行
部
か
ら
説
明
が
あ
り
ま
し
た
。

﹇
審
査
結
果
﹈
▼
平
成
十
八
年
度

土
岐
市
一
般
会
計
補
正
予
算
（
第

一
号
）
中
歳
出
の
部
所
管
部
分

《
全
会
一
致
・
原
案
可
決
》
　
▼

平
成
十
八
年
度
土
岐
市
老
人
保
健

特
別
会
計
補
正
予
算
（
第
一
号
）

《
全
会
一
致
・
原
案
可
決
》
　
▼

平
成
十
八
年
度
土
岐
市
介
護
保
険

特
別
会
計
補
正
予
算
（
第
一
号
）

《
全
会
一
致
・
原
案
可
決
》
　
▼

土
岐
市
福
祉
医
療
費
助
成
に
関
す

る
条
例
の
一
部
改
正
《
全
会
一

致
・
原
案
可
決
》
　
▼
土
岐
市
国

民
健
康
保
険
条
例
の
一
部
改
正

《
全
会
一
致
・
原
案
可
決
》

建
設
経
済
常
任
委
員
会
に
審
査

を
付
託
さ
れ
ま
し
た
案
件
の
主
な

審
査
内
容
は
次
の
と
お
り
で
す
。

▼
「
土
岐
市
小
口
融
資
条
例
の
一

部
を
改
正
す
る
条
例
に
つ
い
て
」

は
、
代
位
弁
済
に
係
る
損
失
補
償

を
行
わ
な
い
こ
と
と
す
る
も
の

で
、
改
正
後
の
小
口
融
資
制
度
は

ど
う
変
わ
る
の
か
、
と
の
質
疑
が

あ
り
、
借
り
る
方
に
よ
っ
て
〇
・

五
パ
ー
セ
ン
ト
か
ら
二
・
二
パ
ー

セ
ン
ト
ま
で
の
九
段
階
の
料
率
が

設
定
で
き
る
た
め
、
今
ま
で
借
り

ら
れ
な
か
っ
た
方
で
も
借
り
ら
れ

る
よ
う
に
な
る
旨
の
答
弁
が
あ

り
、
質
疑
終
了
後
、
反
対
討
論
が

土
岐
津
公
民
館
建
設
工
事
（
建
築
工
事
）
の
請
負
契
約
可
決

“ウ
ラ
ン
残
土
に
よ
る
加
工
レ
ン
ガ
を

土
岐
市
内
に
持
ち
込
ま
せ
な
い
“

決
議
！

▲公民館の完成予想図

小
口
融
資
条
例
の
一
部
を

改
正
す
る
条
例
の
審
査

建
設
経
済
常
任
委
員
会
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あ
り
ま
し
た
。

﹇
審
査
結
果
﹈
▼
土
岐
市
小
口
融

資
条
例
の
一
部
改
正
《
賛
成
多

数
・
原
案
可
決
》

企
画
総
務
常
任
委
員
会
に
審
査

を
付
託
さ
れ
ま
し
た
案
件
の
主
な

審
査
内
容
は
次
の
と
お
り
で
す
。

▼
「
平
成
十
八
年
度
土
岐
市
一
般

会
計
補
正
予
算
（
第
一
号
）
中
歳

入
の
部
全
部
に
つ
い
て
」
は
、
日

本
宝
く
じ
協
会
か
ら
の
土
岐
津
公

民
館
建
設
助
成
は
ど
の
よ
う
に
出

さ
れ
る
の
か
と
の
質
疑
が
あ
り
、

売
上
げ
当
選
金
や
売
り
捌
き
等
の

手
数
料
を
除
い
た
も
の
が
岐
阜
県

に
配
分
さ
れ
る
。
岐
阜
県
か
ら
土

岐
津
公
民
館
建
設
助
成
の
交
付
申

請
に
対
し
て
二
千
三
百
五
十
二
万

円
の
配
分
を
受
け
る
も
の
で
あ
る

旨
の
答
弁
が
あ
り
ま
し
た
。

▼
「
土
岐
市
議
会
議
員
そ
の
他
非

常
勤
の
職
員
の
公
務
災
害
補
償
等

に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す

る
条
例
に
つ
い
て
」
は
、
通
勤
範

囲
や
単
身
赴
任
者
も
含
め
通
勤
形

態
の
変
化
、
広
が
り
か
ら
の
改
正

か
と
の
質
疑
が
あ
り
、
そ
の
と
お

り
で
あ
る
旨
の
答
弁
が
あ
り
ま
し

た
。

▼
「
土
岐
市
職
員
の
給
与
に
関
す

る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

に
つ
い
て
」
は
、
法
律
の
改
正
に

伴
い
通
勤
の
範
囲
を
拡
大
す
る
旨

の
説
明
が
あ
り
ま
し
た
。

▼
「
土
岐
市
消
防
団
員
等
公
務
災

害
補
償
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る

条
例
に
つ
い
て
」
は
、
法
律
の
改

正
で
ど
う
変
わ
る
の
か
と
の
質
疑

が
あ
り
、
従
来
監
獄
と
呼
ん
で
い

た
施
設
が
刑
事

施
設
に
改
め
ら

れ
た
旨
の
答
弁

が
あ
り
ま
し
た
。

▼
「
土
岐
市
非
常
勤
消
防
団
員
に

係
る
退
職
報
償
金
の
支
給
に
関
す

る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

に
つ
い
て
」
は
、
改
正
が
な
ぜ
九

区
分
だ
け
な
の
か
、
そ
の
根
拠
指

示
が
あ
る
の
か
と
の
質
疑
が
あ

り
、
消
防
団
の
中
核
を
な
す
班
長

か
ら
分
団
長
の
階
級
で
十
年
か
ら

二
十
五
年
の
勤
務
年
数
を
有
す
る

方
に
特
に
尽
力
を
い
た
だ
く
例
が

多
い
と
い
う
。
こ
の
意
見
か
ら
特

定
階
級
を
対
象
に
引
上
げ
を
し
た

と
消
防
庁
か
ら
聞
い
て
い
る
旨
の

答
弁
が
あ
り
ま
し
た
。

▼
「
土
岐
市
公
共
下
水
道
根
幹
的

施
設
の
建
設
工
事
の
委
託
契
約
の

変
更
に
つ
い
て
」
は
、
ど
の
部
分

が
変
更
に
な
っ
た
の
か
と
の
質
疑

が
あ
り
、
建
設
工
事
、
水
処
理
設

備
工
事
及
び
電
気
工
事
に
変
更
が

生
じ
た
旨
の
答
弁
が
あ
り
ま
し
た
。

▼
「
土
岐
市
公
共
下
水
道
根
幹
的

施
設
の
建
設
工
事
委
託
に
関
す
る

協
定
の
締
結
に
つ
い
て
」
は
、
入

札
の
指
名
は
県
内
に
本
店
を
有
す

る
事
業
所
に
な
る
の
か
と
の
質
疑

が
あ
り
、
入
札
は
事
業
団
の
執
行

で
あ
り
設
計
金
額
も
違
う
の
で
県

内
と
は
言
い
切
れ
な
い
旨
の
答
弁

が
あ
り
ま
し
た
。

▼
「
土
岐
津
公
民
館
建
設
工
事

（
建
築
工
事
）
の
請
負
契
約
に
つ

い
て
」
は
、
随
意
契
約
の
経
緯
に

つ
い
て
質
疑
が
あ
り
、
十
グ
ル
ー

プ
の
入
札
で
は
三
回
と
も
落
札
せ

ず
、
三
回
目
の
応
札
価
格
の
一
番

低
い
舘
林
・
松
栄
特
定
建
設
工
事

共
同
企
業
体
の
見
積
書
の
提
出
で

予
定
価
格
を
下
ま
わ
り
随
意
契
約

を
結
ぶ
旨
の
答
弁
が
あ
り
、
質
疑

終
了
後
、
反
対
討
論
と
賛
成
討
論

が
あ
り
ま
し
た
。

▼
「
出
資
法
の
上
限
金
利
の
引
き

下
げ
等
、「
出
資
の
受
入
れ
、
預

り
金
及
び
金
利
等
の
取
締
り
に
関

す
る
法
律
」
及
び
「
貸
金
業
の
規

制
等
に
関
す
る
法
律
」
並
び
に

「
質
屋
営
業
法
」
の
改
正
を
求
め

る
請
願
書
に
つ
い
て
」
は
、
紹
介

議
員
の
説
明
後
、
審
議
に
入
り
全

会
一
致
で
採
決
と
な
り
ま
し
た
。

▼
「
二
度
と
再
び
戦
争
と
暗
黒
政

治
を
許
さ
な
い
た
め
の
請
願
書
に

つ
い
て
」
は
、
紹
介
議
員
の
説
明

後
、
審
議
に
入
り
、
市
内
に
関
係

者
、
当
事
者
が
み
え
れ
ば
採
択
す

べ
き
と
の
発
言
、
戦
争
に
は
反
対

だ
が
請
願
内
容
に
全
部
賛
成
で
き

な
い
部
分
が
あ
っ
て
反
対
、
一
般

戦
争
被
災
者
や
治
安
維
持
法
の
ほ

か
当
時
の
法
規
に
よ
る
犠
牲
者
の

こ
と
も
あ
り
賛
成
で
き
な
い
等
の

意
見
が
あ
り
、採
決
の
結
果
、賛
成

少
数
に
よ
り
不
採
択
と
な
り
ま
し

た
。

﹇
審
査
結
果
﹈
▼
平
成
十
八
年
度

土
岐
市
一
般
会
計
補
正
予
算
（
第

一
号
）
中
歳
入
の
部
全
部
《
全
会

一
致
・
原
案
可
決
》
　
▼
土
岐
市

議
会
の
議
員
そ
の
他
非
常
勤
の
職

員
の
公
務
災
害
補
償
等
に
関
す
る

条
例
の
一
部
改
正
《
全
会
一
致
・

原
案
可
決
》
　
▼
土
岐
市
職
員
の

給
与
に
関
す
る
条
例
の
一
部
改
正

《
全
会
一
致
・
原
案
可
決
》
　
▼

土
岐
市
消
防
団
員
等
公
務
災
害
補

償
条
例
の
一
部
改
正
《
全
会
一

致
・
原
案
可
決
》
　
▼
土
岐
市
非

常
勤
消
防
団
員
に
係
る
退
職
報
償

金
の
支
給
に
関
す
る
条
例
の
一
部

改
正
《
全
会
一
致
・
原
案
可
決
》

▼
土
岐
市
公
共
下
水
道
根
幹
的
施

設
の
建
設
工
事
の
委
託
契
約
の
変

更
《
全
会
一
致
・
原
案
可
決
》

▼
土
岐
市
公
共
下
水
道
根
幹
的
施

設
の
建
設
工
事
委
託
に
関
す
る
協

定
の
締
結
《
全
会
一
致
・
原
案
可

決
》
　
▼
土
岐
津
公
民
館
建
設
工

事
（
建
築
工
事
）
の
請
負
契
約

《
賛
成
多
数
・
原
案
可
決
》
　
▼

出
資
法
の
上
限
金
利
の
引
き
下
げ

等
、「
出
資
の
受
入
れ
、
預
り
金

及
び
金
利
等
の
取
締
り
に
関
す
る

法
律
」
及
び
「
貸
金
業
の
規
制
等

に
関
す
る
法
律
」
並
び
に
「
質
屋

営
業
法
」
の
改
正
を
求
め
る
請
願

書
《
全
会
一
致
・
採
択
》
　
▼
二

度
と
再
び
戦
争
と
暗
黒
政
治
を
許

さ
な
い
た
め
の
請
願
書
《
賛
成
少

数
・
不
採
択
》

土
岐
津
公
民
館
建
設
工
事

請
負
契
約
な
ど
審
査

企
画
総
務
常
任
委
員
会

▲消防団の訓練


